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平成２９年度 根 室 市 予 算 編 成 要 綱 

 

 

１． 背 景  

（１）はじめに 

我が国の経済情勢は、内閣府による月例経済報告（平成２８年１０月）によると、「景

気は、このところ弱さもみられるが、緩やかな回復基調が続いている」とし、先行きにつ

いては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種施策の効果もあって、緩やかな回復に

向かうことが期待される」とする一方で、「海外経済で弱さがみられており、我が国の景

気が下押しされるリスクがあるなど、海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場の変動

の影響に留意する必要がある」とされていることなどから、今後の国の動向について注視

していく必要がある。 

 

（２）国の予算 

   平成２９年度は、「「経済財政運営と改革の基本方針２０１６」を踏まえ、引き続き、「経

済財政運営と改革の基本方針２０１５」で示された「経済・財政再生計画」の枠組みの下、

手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組む。歳出全般にわたり、平成２５年度予算

から平成２８年度予算までの安倍内閣の歳出改革の取組を強化するとともに、施策の優先

順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化する。」として

いるが、概算要求の総額は、４年連続で歳出総額の上限を示さなかったことなどから、３

年連続で１００兆円を越える１０１兆４，７０７億円となり、今後の予算編成過程で歳出

抑制を進めることとしている。 

 

（３）地方財政 

地方財政については、国の歳出改革の取組みと基調を合わせつつも、地方の安定的な財

政運営に必要となる一般財源総額については、実質的に平成２８年度地方財政計画の水準

を下回らないよう、平成３０年度まで確保するものとされているが、地方交付税財源の伸

び悩みや社会保障の充実にかかる経費に充てる予定であった財源が不足するなど様々な

不確定要因を抱えている状況にある。 

また、一億総活躍社会の実現に向けた施策については、「ニッポン一億総活躍プラン」

で示された枠組みの下、予算編成過程の中で検討するとされていることなどから、今後と

も国の動向を充分に注視し、適切に対応していく必要がある。 

 

２． 根室市の財政状況  

当市の財政状況は、全国的な人口減少社会の到来や市中経済情勢の長期低迷などが続い

ている中、市の歳入の根幹をなす、市税収入及び地方交付税については多くを見込めない

ほか、社会保障関係経費や他会計への繰出金などが増嵩しており、さらには、公共施設老

朽化対策など今後も大きな行政需要が予測される。 

 また、最重要課題である「人口問題・少子化対策」に対する施策展開や高潮災害、異常

気象による浸水被害等を教訓とした、新たな「防災・減災対策」など、今後においても多

くの行政需要が見込まれる中、財政調整基金等のさらなる処分を避けるためにも、行財政

改革プランの着実な推進に取り組むとともに、限られた財源の重点的な配分はもとより、
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全職員が持続可能な行財政運営を考慮した合理的かつ効率的な事務執行に努め、新たな財

政需要に対しては、既存事業をスクラップし捻出した財源を活用するとともに、既存事務

事業の継続にあたっては、施策の有効性、効率性の検証を行い、従前の執行方法に固執す

ることなく、より一層の見直しに取組んでいかなければならない厳しい状況にある。 
  

３．基本的方針  

各部による収支試算を取りまとめ精査した結果、１４億８００万円の財源不足が見込ま

れており、伸び続ける行政需要に対し、歳入の大幅な増収が期待できないなか、求められ

る行政需要に的確に対応していくためには、歳出の抑制により生み出される財源はますま

す重要となり、なかでも経常経費の固定・肥大化による財政の硬直化が進行していること

から、これらの経費の抑制を図ることなどが急務となっているため、平成２９年度におい

ても、配分された一般財源の範囲内で予算要求を行い、各部の創意工夫が反映される、経

常歳出は「完全割当方式」、臨時歳出についても「枠配分方式」を継続し、歳出の徹底した

抑制に努めるものとする。 

このように依然として厳しい状況の中、「第９期根室市総合計画」や「根室市創生総合戦

略」などに基づく、人口減少対策や少子化対策など、未来への投資に必要な各種施策に重

点的に予算を配分し、限られた財源で当市の魅力や特徴がさらに厚みを増すような施策を

推進できるよう、財政の健全化を維持しつつ、将来にわたり持続可能な財政基盤の確立を

目指し、平成２９年度の予算編成に取り組むものとする。 

 

〇予算要求の原則について 

予算要求の原則については次のとおりとする。 

区   分 予 算 要 求 基 準 

経  常  費 別途通知する一般財源配分通知額に基づき要求。 

臨  時  費 

（投資的経費含む） 

別途通知する一般財源配分通知額・要求可能事業通知書に基

づき要求。 

総合戦略等関連経費 

「総合戦略」及び「人口問題・少子化対策推進に関する施策

展開方針」（以下「施策展開方針」という）に掲げる重点項目

の施策のほか、相応する目標達成の効果が見込まれる施策の

要求の適否については、総合政策部及び財政課との協議を経

て要求。 

 

（注１）事務事業の要求にあたっては、各種計画等との整合性を図る観点から、要求事業にあ

たっては、計画を所管する課と充分協議を行うこと。 

（注２）少子化対策関連 

経常費の一般財源配分額については、施策展開方針に基づき、少子化対策関連経費は平成

２８年度当初予算額を維持したうえで、それ以外の経費（人件費、扶助費、長期継続契約・

債務負担等を除く）について、平成２８年度当初予算額から５％を削減した額で配分枠の通

知を予定している。 

また、臨時費については、「平成２９年度 財政収支試算」をベースとして当課で精査した

うえで、５％を削減した額で配分枠の通知を予定している。 


